第五回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

障害の表記
○「障害」の表記の在り方

１．法令等における「障害」の表記の在り方については、「害」の字がマイナス

イメージを与えることから、「障害」の表記を見直すべきとの意見があるが、こ

れについてどう考えるか。
障害者権利条約の批准に際して、求められているのは障害についての医学モデルから社会モデルへの転換であり、そのことをふまえた各種の法改正を行い、制度の谷間なく、必要な人が必要な支援等を得て、地域での自立した生活を実現できるような社会をつくることである。

そうした医学モデルから社会モデルへの転換ということなく、表記だけを見直すことに積極的な意味を見いだすことはできない。

権利条約では、「Impairment」は、視覚、聴覚、上下肢等の機能の不全等を意味する機能障害を表し、「Disabilities」は、社会環境との相互作用において障害者の生活や行動が制限・制約される「社会的不利」を意味する。そして、第1条後段で、障害者は、「障害者（Persons　with　Disabilities）」と定義され、「Impairment（機能障害）」のある人々は、その中に含まれると規定した。前文(e)においても、同様の考え方を採用している。障害者の社会参加の不利の原因を、個人の機能障害に求めるものではなく、機能障害と社会との相互の作用によって生じるもの、ということである。一方、個人の機能障害に社会参加の不利の原因を求める考え方が「障害の医学モデル」である。

障害の社会モデルの考え方に立脚し、「障害」の表記の問題を考えた場合、「害」の字を「がい」に変えることは、妥当であると考えることはできない。社会モデルの見地から考えた場合、「障害者」とは機能障害のある人の社会参加を妨げる社会の側のさまざまな障壁によって、社会参加上の障害をもたされた者、とも見ることができる。一方「害という漢字のイメージがよくない。」、「障害者は、社会や人に害悪を与える存在ではない。」という考えは、障害者個人に焦点を当てている考え方に立脚しているものであり、機能障害をもつ人への社会の先入観や偏見を社会の側が取り除くという発想から来ているものとは考えられない。建物や公共交通機関を利用できない、公衆浴場から入浴拒否されるといった状況は、障害者の表記を変えれば無くなるものではなく、これらの社会参加の障壁は社会の側にその責任がある、ということを明確にしなければ、これらの障壁を無くす事は原理的に不可能である。また、こうした表現に固守するのであれば「障」の文字を残すことに矛盾も残す。
２．「障害」という表記を見直す場合、以下のような可能性を提案する意見もあるが、どう考えるか。

①「障がい」②「障碍」
それ以外の提案はあるか。
　１．で述べた通り基本的に変更しなくてもよいと考えるが、あえて変更するとすれば、障害の社会モデルへの転換を図った結果、「社会や環境の側が持っている障壁、さまたげという意味合いを持たせる」という確認の上で②となるだろう。

３．現在、文化審議会において改訂が検討されている常用漢字表に「碍」を入
れて「障碍」とも表記できるよう選択肢を広げるべきとの意見もあるが、これ

についてどう考えるか。

「障碍」の表記に関する歴史的経緯、その語源等に関する正確な情報等が不足している。
４．「障害」の表記をめぐる上記１．～３．の論点に加え（権利条約の英文テキ

ストでは”persons with disabilities”と表記されることを踏まえ）、障害者

を表す際に、現在の「障害者」という言い方を「障害のある人」と変更すべき

との意見や、「チャレンジド」と言い換える提案があるが、これらについてどう

考えるか。

　チャレンジドへの言い換えには、障害当事者としてきわめて大きな違和感があり、賛成できない。
チャレンジドは「障害を持つ人」を表す新しい米語「the challenged (挑戦という使命や課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人)」を語源とするとされるが、なぜ機能障害がある人だけが「チャレンジド」なのか意味不明である。障害者への偏見や差別が存在する社会において、障害者だけがなぜそうした障壁の除去に前向きに頑張らなくてはならないのか。この言葉への書き換えは不適切である。事実、この言葉の発祥の地と言われるアメリカにおいても、障害当事者の間では否定的な見解が多い。

意見が分かれる「障害」の表記の検討に時間を要するより、社会の障壁の除去という本質を改善するための努力こそ必要である。
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